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衣装に着替えて写真撮影

ひな祭り気分を満喫 
　くにみももたん広場ひな祭り
　くにみももたん広場では 2 月 17 日から 3 月 3 日までの間、
季節のイベントとしてひな祭りが行われました。
　桃の節句を楽しんでもらおうと、スタッフが手作りしたお
ひな様の撮影ブースを設置。訪れた子どもたちが、「内裏びな」
に扮して写真撮影をするなど、ひな祭り気分を楽しんでいる
姿が見られました。

3 回目のワクチン接種がスタート

新型コロナウイルス感染症対策
　3 回目のワクチン集団接種がスタート
　一般町民を対象とした 3 回目のワクチン集団接種が、2 月 8
日から始まりました。集団接種会場となった観月台文化セン
ターには、事前に予約をした約 100 人が訪れ、スムーズに 3
回目のワクチン接種を受けました。
　感染予防のために、今後も多くの方に早い段階で接種でき
るよう進めていきます。

佳作に選ばれた「広報くにみ 11 月号」

広報紙・町村の部で佳作を受賞 
　第 67 回福島県市町村広報コンクール
　第 67 回福島県市町村広報コンクール審査会が 1 月 18 日に
行われ、広報紙・町村の部で「広報くにみ 11 月号」が佳作（3 位）
に選ばれました。11 月号では町の学校給食や食育について紹
介しています。今回の受賞は、日頃より取材に協力いただい
ている皆さんのおかげです。今後も皆さんに親しまれる広報
づくりを目指しますので、引き続きご協力をお願いします。

感染防止と町の業務継続のために
　町職員が分散勤務を実施
　町では、福島県の非常事態宣言とまん延防止等重点措置の
適用を受け、新型コロナウイルス感染防止と町の業務継続の
ため、2 月 1 日から 3 月 4 日までの期間で分散勤務を実施し
ました。自宅でのテレワークや役場 3 階の議場をサテライト
オフィスとして利用したリモートワークなど、職員全員で感
染防止対策に取り組んでいます。サテライトオフィス（議場）で業務を行う職員

講義を行う鈴木光一さん

直売所向け野菜の魅力を学ぶ
　くにみ農業ビジネス訓練所短期研修
　くにみ農業ビジネス訓練所では 2 月 24 日、「直売所向け野菜
品種と作型」をテーマに短期研修を実施しました。福島県指導
農業士会の会長を務める鈴木光一さんを講師に迎え、直売所向
け野菜の魅力や消費者が求める野菜についての講義が行われま
した。鈴木さん自身の農場や種苗店の経営をもとにした講義に、
参加者らは熱心にメモを取り知識を深めていました。

・届出は本人か世帯主、または同じ世帯の方が行ってください。本人か世帯主、または同じ世帯の方が手続き
   できない場合は、代理人の印鑑が必要です。　※別世帯の方は委任状が必要です。

届出内容　　　　　　　　　 届出に必要なもの 届出期限 備　考

転 入 届
町内へ

引っ越したとき

※
本
人
確
認
の
た
め
の
書
類

・転出証明書（前住所地で発行したもの）
・国民年金手帳・介護保険受給資格証（資格者のみ）
・小中学生がいる場合は在学証明書
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード

引っ越した日から
14 日以内

本人確認のための書類

⑴ 1 点で確認できるもの
　（写真付き）
　マイナンバーカード・
　運転免許証・住民基本
　台帳カード・パスポー
　トなど

⑵ 2 点で確認できるもの   
　健康保険証・年金手帳
　 又 は 年 金 証 書・ 住 民
　基本台帳カード（写真
　なし）など

※外国の方は在留カード

転 出 届
町外へ

引っ越すとき

・国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険
   証（加入者のみ）

・印鑑登録証
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・子ども医療受給資格者証

転出する
前日まで

転 居 届
町内で住所を
変更したとき

・国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険
   証（加入者のみ）

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード
・子ども医療受給資格者証

転居した日から
14 日以内

世帯主変更届
世帯主が

変わったとき

・国民健康保険証
・子ども医療受給資格者証

変更があった日から
14 日以内

就職や転勤、入学などで住所が変わる場合は、届出が必要です。届出が必要です。
この時期は、窓口が混み合いますので、時間に余裕を持っ時間に余裕を持っ

てお早めにおいでください。

問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

春は異動の季節です
手続き  忘れずに

戸籍、住民票、印鑑登録、住民異動届
　住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

ごみ収集
　住民防災課環境防災係　☎ 585-2116

住所が変わると住所変更の届出以外にも、上下水道、医療保険、納税などの手続きも
必要になります。詳しくは担当課へ問い合わせください。

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療
　ほけん課国保係　☎ 585-2785

障がい者福祉、生活保護、児童手当
　福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

高齢者福祉、介護保険
　福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

予防接種、母子手帳、健康診断
　ほけん課保健係　☎ 585-2783

納税
　税務課収納係　☎ 585-2780

上水道
　上下水道課水道係　☎ 585-2997

下水道
　上下水道課下水道係　☎ 585-2984

小・中学校
　学校教育課学校教育係　☎ 585-2892

幼稚園・保育所
　幼児教育課幼児教育係　☎ 585-2119

各種手続きの問い合わせ先

他の手続きも他の手続きも
忘れずに！忘れずに！

（観月台文化センター内）

（観月台文化センター内）


